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1　働く場における男女共同参画の推進 

3　男女共同参画の推進に向けた体制の整備 

2　地域社会活動における男女共同参画の推進 

（１）男女の均等な機会と待遇の確保に向けた雇用環境の整備 
・国・県・市町の連携により，特に事業主に対して，労働基準法，男女雇用機会均等法等の法令や働きやすい職場づくりに
関する周知徹底及び男女が共に個性と能力を発揮しながら働くことができる職場環境の整備促進 

・女性の積極的登用を図るための幅広い職務経験機会の付与や教育訓練の実施など積極的改善措置（ポジティブ・アクション）
の推進に向けた啓発，具体的なモデルや成果の普及啓発 

・県における平等取扱いと成績主義の原則に基づく女性の管理職への積極的な登用の推進 

（２）職業生活と家庭生活が両立できる環境の整備 
・育児・介護休業法等の周知徹底及び次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・実施の促進 
・仕事と家庭の両立や地域活動への参画に向けた環境の整備を推進するための啓発 
　特に，働き方の見直しに向けた事業主に対する労働条件の整備や働きやすい職場環境の整備に関する啓発 
・男女が共に安心して子育てや介護をしながら働き続けるための多様なニーズに対応した子育て支援・介護サービス等の充実 

（３）多様な働き方を可能にする雇用環境の整備 
・パートタイム労働者や派遣労働者等の適正な処遇，労働条件の確保に向けたパートタイム労働法，労働者派遣法等の普及
啓発 

・多様な就業ニーズに対応するための在宅ワーク等の就業支援情報の充実 
・育児・介護休業等からの職場復帰者への支援や育児，介護等を理由とした退職者の再就職に向けた支援の充実 
・働きやすい雇用環境づくりに向けた雇用労働や子育て支援に関する情報提供の充実 

（４）農林水産業及び商工業等の自営業における男女共同参画の推進 
・方針の立案及び決定過程への女性の参画拡大に向けた啓発 
・男女共同参画の視点に立った経営が行われるための環境の整備 

（５）女性の起業・経営活動に向けた環境の整備 
・女性の起業や経営活動への参画に向けた取組の支援 
・技術・経営管理能力の向上を図るための取組の支援 
・経営相談等のニーズに適切に対応するための指導・相談体制の充実 

（１）政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画の促進 
・様々な分野で政策・方針の立案及び決定過程への男女共同参画に向けた積極的な取組を推進するための啓発 
・県の行政委員会及び審議会等委員への女性の積極的登用 
・市町の行政委員会及び審議会等委員など，政策・方針の立案及び決定過程への女性の参画促進に向けた働きかけ 
・政策・方針の立案及び決定過程に参画できる人材の育成や情報提供などの支援策の充実 

（２）地域社会活動における男女共同参画の推進 
・男女の地域活動への参画拡大に向けたボランティア，NPO，住民自治組織等が活動しやすい環境の整備 
・男女の地域づくりへの参画を促進するための積極的な情報提供 

（１）県の推進体制の充実等 
・男女共同参画推進本部を中心とした各部局の連携強化による男女共同参画社会の実現に向けた積極的かつ総合的な施策
の推進 

・施策の推進に当たっての行動目標の設定及びその検証 
・男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究の実施 

（２）広島県女性総合センター「エソール広島」の充実・強化 
・男女共同参画社会づくりの中核的拠点施設としての各種事業の充実・強化及び新たなニーズに対応できる柔軟な事業の展開 
・男女共同参画の推進に関する情報の収集・提供及び県民等からの相談・要望等に適切に対応するための体制整備 

（３）市町等との連携強化・取組支援 
・男女共同参画社会づくりに向けた情報提供などによる市町の取組に対する積極的な支援及び産学官連携による男女共同
参画の推進 

・男女共同参画社会の実現に向けて，様々な分野で活動を展開するNGO，NPO，ボランティアや住民自治組織等多様な主
体の自主的な活動促進のための情報提供や相談対応等の環境整備及び協働による新しい公共サービスの提供 

 

環境づくり 

県の施策 

・具体的施策 

基本的な視点 基本となる施策の方向 

施策の体系 施策の体系 
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1　男女共同参画の推進に向けた広報・啓発の充実 

2　男女共同参画を推進する教育と学習機会の充実 

3　家庭における男女共同参画の推進 

3　男女共同参画の視点に立った国際活動の推進 

1　生涯を通じた健康と自立の支援 

2　男女間におけるあらゆる暴力の根絶に向けた取組の推進 

人づくり 

安心づくり 

（１）男女共同参画に関する広報・啓発の充実 
・多様な機会や情報手段による男女共同参画に関する理解を深めるための広報・啓発 

（２）県民の主体的な取組への支援   
・男女共同参画社会の形成の意義や責務を重視した広報・啓発 

（３）メディアにおける男女共同参画の推進   
・人権に対する配慮を欠く取扱いの防止に向けた，インターネット等を含む各種メディアの特性に応じた自主的な取組
に係る啓発 
・情報を一人ひとりが主体的に収集，判断，発信等ができる能力の必要性に関する啓発及び学校における情報教育の充実 
・県における男女共同参画の視点に立った広報紙・出版物等の発行 

（１）男女共同参画を推進する教育の充実   
・男女共同参画について理解し，だれもがお互いの個性や意思を尊重するための子どもの発達段階に応じた教育の充実 
・小・中・高等学校等におけるキャリア教育の充実 

（２）生涯を通じた学習機会の提供   
・男女共同参画に関する理解を深めるための生涯にわたる多様な学習機会の提供 
・男女が様々な分野の活動に主体的に参画できるような学習機会の提供 
・男女共同参画に関する学習情報の提供や学習相談への対応等の学習支援体制の整備 

（３）研修の充実・支援   
・県職員の男女共同参画に関する理解を深めるための管理職，一般職等職務に応じた研修の実施 
・市町職員の男女共同参画に関する理解を深めるための市町と連携した研修機会の提供 
・男女共同参画に関する理解を深めるための事業主に対する研修や企業が実施する研修の支援 

（１）家庭における男女共同参画を推進するための啓発の充実   
・家族が互いに尊重し協力し合い，家族の一員として家事・育児・介護などの責任を果たすための多様な啓発 

（2）家庭教育・子育て支援の充実   
・父親の家庭教育への参加促進の取組を行う市町の支援及び家庭教育に関する学習機会の情報提供などの支援 
・子どもと家庭に関する相談支援体制の充実 
・地域住民による主体的な子育て支援の促進や多様な子育て支援サービスの提供等次世代育成支援対策の計画に基づく
市町の取組の促進などの子育て支援体制の充実 

（1）生涯を通じた健康対策の推進   
・思春期，妊娠・出産期，成人期，高齢期等各ステージにおける性別に対応できる医療及び健康づくり対策の実施 
・女性が妊娠・出産後も安心して働き続けることができる母性保護と母性健康管理対策の推進 
・エイズ，性感染症，薬物乱用などの実態を踏まえた対策の推進 
・周産期医療体制，不妊相談等支援体制及び小児医療体制の充実 

（２）だれもが安心して暮らし，自立できるための支援   
・高齢期における様々なニーズに応じた社会参画の機会の提供や支援の充実 
・高齢者の生活支援，介護予防，介護のニーズに総合的に対応する体制の整備及び障害者が地域で安心して自立した生
活ができるための支援 
・男女共同参画の視点を取り入れた防災・災害復興体制の整備 

（1） 配偶者等からの暴力を防止するための取組の推進   
・DV防止法の周知徹底による配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発 
・専門相談員の育成，相談窓口の拡充，設置場所の情報提供等被害者が安心して相談することができる相談体制の充実 
・一時保護施設の拡充など保護体制の充実 
・被害者の自立支援体制の充実及び関係機関の連携強化 
・民間団体との協働事業の実施による被害者の支援 

（2） セクシュアル・ハラスメント等男女間におけるあらゆる暴力を防止するための取組の推進   
・職場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策の推進及び学校，地域社会等のあらゆる分野におけるセクシュアル・
ハラスメントの防止に向けた啓発 
・ストーカー規制法，売春防止法等の周知徹底による男女の人権尊重に向けた啓発 
・性犯罪，売買春に対する取締強化及び防止に向けた啓発 
・男女間におけるあらゆる暴力に係る相談体制・一時保護体制の整備及び専門相談員の育成 
・被害者が相談しやすい環境の整備及び社会復帰支援の充実 
・男女間における暴力の発生を防ぐ安全・安心なまちづくりの推進 

（1） 国際交流・国際協力・平和貢献の推進   
・男女共同参画の視点に立った国際交流・国際協力・平和貢献を推進するための環境整備 

（2） 情報の収集及び提供   
・男女共同参画に関する国際的な取組指針などの情報の収集・提供 
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